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川崎市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について  

 
 
 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び川崎市議会会議規則第
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   川崎市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 川崎市議会委員会条例（昭和３１年川崎市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

 第 6 条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。 

第６条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、閉会中においては、議長が所属を変更することができる。 

第６条第２項の次に次の項を加える。 

３ 第１項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定に

より常任委員の所属を変更したときは、議長は次の会議においてこれを報告し

なければならない。 

 第２９条第１項中「調製」を「作成」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



   提 案 理 由  

 
 地方自治法の一部改正に伴い、閉会中における議長の委員の選任に関する規定

を整備すること等のため、この条例を制定するものである。  

 
 
 

 
 


